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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２９年１２月８日（平成２９年（行情）諮問第４７７号） 

答申日：平成３０年３月１２日（平成２９年度（行情）答申第５１６号） 

事件名：行政不服審査法による処理状況が分かる文書（総務省に報告した直近

のもの）の開示決定に関する件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「行政不服審査法による処理状況がわかる文書（総務省に報告した直近

のもの）」（以下「本件請求文書」という。）の開示請求につき，「平成

２６年度における行政不服審査法等の施行状況に関する調査の調査票（平

成２７年５月２６日付けで総務省行政管理局行政手続室から調査依頼のあ

ったもの）」（以下「本件対象文書」という。）を特定し，開示した決定

については，本件対象文書を特定したことは，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，厚生労働大

臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が，平成２９年８月３１日

付け厚生労働省発総０８３１第９号により行った開示決定（以下「原処分」

という。）について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

文書の特定に誤りがある。報告書（回答書）の開示請求をしている。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，平成２９年７月３１日付け（同年８月２日受付）で，

処分庁に対して，法３条の規定に基づき，本件請求文書に係る開示請求

を行った。 

（２）これに対して，処分庁が，原処分を行ったところ，審査請求人は，こ

れを不服として，同年９月１１日付け（同月１３日受付）で本件審査請

求を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却すべき

と考える。 
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３ 理由 

（１）本件対象行政文書の特定について 

本件開示請求対象行政文書（以下「対象行政文書」という。）は，

「平成２６年度における行政不服審査法等の施行状況に関する調査の調

査票（平成２７年５月２６日付けで総務省行政管理局行政手続室から調

査依頼のあったもの）」である。 

（２）原処分における対象文書の特定の妥当性について 

総務省では，行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）等に基づ

き行われた不服申立件数，処理件数及び処理内容等の実施状況を把握す

るため，隔年で各府省庁に対して施行状況に関する調査を行っている。 

直近では，平成２６年度の施行状況について調査が実施されており，

原処分においては，当該調査に対して厚生労働省が総務省に報告した調

査票を本件対象行政文書として特定し開示決定したものである。 

以上により，処分庁が，当該文書について，対象行政文書として特定

し，開示決定した原処分は，妥当であると考える。 

（３）審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求書の中で，「文書の特定に誤りがある。報告

書（回答書）の開示請求をしている。」として原処分の取消しを求めて

いるが，これに対する諮問庁の説明は上記３（２）のとおりであり，ま

た，原処分については，審査請求人より，行政文書の開示の実施方法等

申出書は提出されておらず，対象行政文書の開示の実施は行われていな

いものであり，審査請求人の主張は失当である。 

４ 結論 

以上のとおり，原処分を維持することが妥当であり，本件審査請求は棄

却すべきものと考える。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２９年１２月８日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 平成３０年２月２２日  審議 

④ 同年３月８日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件請求文書の開示請求について，処分庁は，本件対象文書を特定し，

その全部を開示する原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，文書の特定に誤りがあるとして，原処分を

取り消すべきとしている。 

諮問庁は，原処分を維持することが妥当であるとしていることから，以
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下，本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）諮問庁は，本件対象文書の特定について，理由説明書（上記第３の３

（２））において，以下の旨を説明する。 

ア 総務省では，行政不服審査法等に基づき行われた不服申立て（異議

申立て，審査請求，再審査請求等）について，不服申立件数，処理件

数及び処理内容等の実施状況を把握するため，隔年で各府省庁に対し

て施行状況に関する調査を行っている。 

イ 直近では，平成２６年度の施行状況について調査が実施されており，

原処分においては，当該調査に対して厚生労働省が総務省に報告した

調査票を本件対象文書として特定し開示決定したものである。 

ウ 以上により，処分庁が，当該文書について，本件対象文書として特

定し，開示決定した原処分は，妥当であると考える。 

（２）当審査会事務局職員をして諮問庁に対し詳細な説明を求めさせたとこ

ろ，諮問庁の説明は以下のとおりであった。 

ア 平成２６年度における行政不服審査法等の施行状況に関する調査に

ついては，平成２７年５月２６日付けで総務省から依頼があり，その

次の調査である平成２８年度における同調査については，平成２９年

６月２９日付けで同省から依頼があった。 

イ 審査請求人は，「総務省に報告した直近のもの」について開示請求

を行っており，開示請求が行われた平成２９年７月３１日の時点，さ

らに原処分が行われた同年８月３１日の時点で，平成２８年度におけ

る同調査については，同省に報告していないことから，処分庁は，平

成２６年度における同調査の調査票を本件対象文書として特定し，開

示決定を行ったものである。 

（３）上記（１）及び（２）の諮問庁の説明は，総務省の調査依頼に基づい

たものであり，不自然・不合理であるとは認められず，厚生労働省にお

いて本件対象文書の外に本件請求文書として特定すべき文書を保有して

いるとは認められない。 

３ 本件開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，開示した決定については，厚生労働省において，本件対象文書の外に

開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないの

で，本件対象文書を特定したことは，妥当であると判断した。 

（第３部会） 

委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子  

 

 


